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■サイバーセキュリティ基本方針

【目的】

SUBARUおよびグループ会社各社（以下、SUBARUグループと称す）は、事業活動を行う上で、想定しうる製品、提供サー

ビス、情報資源を脅威から守り、お客様ならびに社会への信頼に応えるためサイバーセキュリティ基本方針を定めます。

【適用範囲】

本基本方針の適用対象者は、SUBARUグループの役員、従業員、協力会社社員等の全員とします。

【取組み】

１．SUBARUグループは、法令、規制、規範およびお客様との契約上のセキュリティ要求事項を遵守します。

２．SUBARUグループは、サイバーセキュリティに対する管理体制、社内規程を整備し運用を行います。

３．SUBARUグループは、情報資源に応じたサイバーセキュリティ対策を講じ予防および低減に努めます。

４．SUBARUグループは、サイバーセキュリティ脅威に対して監視を行い、サイバーセキュリティ事故が発生した際には、迅速かつ

適切に対応し、再発防止に努めます。

５．SUBARUグループは、サイバーセキュリティを確保するため、役員および従業員の教育・訓練と意識向上に努めます。

６．SUBARUグループは、以上の活動を継続的に見直し、改善に努めます。
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